
  

滋賀県庁本館等広告募集要項 

 

１．広告関係規程 

  広告の掲載は、「滋賀県広告等事業実施要綱」、「滋賀県庁本館等広告設置基準」およ

び「滋賀県庁本館等広告設置要領」に基づいて行います。 

 

２．設置場所・設置枠数 

  別添仕様書のとおり 

 

３．広告の種類・規格 

別添仕様書のとおり 

 

４．設置期間 

  広告を設置した日から申込者が希望する任意の期間 

 

５．広告等設置料 

 (1) 滋賀県庁新新館設置分 

  物件番号：新１～２５、追新１～７（新１７～２２のみＢ２サイズ枠） 

１枠 Ａ１：７,０００円／月 

Ｂ２：５,０００円／月 

 (2) 滋賀県庁旧新館設置分 

  物件番号：旧１～８、追旧５～７（旧１・２、追旧５～７のみＡ１サイズ枠） 

１枠 Ａ１：７,０００円／月 

Ｂ２：５,０００円／月 

  (3) 滋賀県庁東館設置分 

  物件番号：東１・２ 

１枠 Ｂ２：５,０００円／月 

  (4) 滋賀県大津合同庁舎設置分 

  物件番号：大１～４ 

１枠 Ｂ２：４,０００円／月 

上記(1)～(4)の広告等設置料には、行政財産使用料、消費税および地方消費税を含みます。 

新 2～新 16、新 23～新 25、追新 1～7、追旧 5～７について、パンフレットラック使用を希

望する場合は、上記金額に1,000円/月を付加するものとします。 

 

６．設置申込 

別添「広告設置申込書」により申込みを行います。 

 

  【受付期間】 

随時。 

※申込書を持参する場合の受付時間は、開庁日の午前９時から午後５時までです。 

 

７．応募資格および広告設置の基準 

  次の資格および基準を満たすことが必要です。 

広告主または広告代理店のどちらも応募可能ですが、広告代理店が応募される場合に

は、広告代理店に加えて広告主が下記の資格および基準を満たす必要があります。 

 (1) 資格 



  

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167 条の４に規定する者に該当し

ない者であること｡ 

② 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 

③ 県税に滞納がない者であること。 

 (2) 基準 

 ①「滋賀県広告等事業実施要綱」第５条第２項各号および「滋賀県庁本館等広告設置基

準」第３条各号に定める業種または事業者に該当しないこと。 

 ②広告の範囲および内容が、「滋賀県広告等事業実施要綱」第５条第１項各号および「滋

賀県庁本館等広告設置基準」第２条各号に定めるものに該当しないこと。 

   

８．広告設置の可否の決定 

 (1) 広告設置団体・企業の適格性および広告内容の妥当性については、滋賀県広告等事業

実施要綱、滋賀県庁本館等広告設置基準に基づき、滋賀県総務部広告等選定委員会にお

いて審査します。 

 (2) 広告設置に適すると認められる申込者が募集件数を超えた場合は、先着順とします。 

 

９．申込者への結果の通知 

  広告設置の可否は申込者全員に通知します。 

 

10．広告等設置料の請求等 

  契約の締結および行政財産使用許可の手続き後、県の定める納付書により広告等設置料

を請求します。 

 

11．申込みに際しての留意事項 

 (1) 設置期間は、１箇月を単位とし、掲示期間が31日未満の申込みについては、１箇月と

して扱います。 

 (2) 設置枠数は、仕様書のとおりです。 

 (3) 滋賀県広告等事業実施要綱、滋賀県庁本館等広告設置基準、滋賀県庁本館等広告設置

要領および当募集要項を熟知いただいた上で応募願います。 

 (4) 広告の内容に関する一切の責任は広告代理店または広告主に帰属します。県が推奨す

るものではありません。 

 

12．申込み、問い合わせ先 

滋賀県総務部総務課総務・文書係 

〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１番１号 

電 話 ０７７－５２８－３１１１ 

E-mail ba00@pref.shiga.lg.jp 

 



  

別紙 

滋賀県庁本館等の広告設置に係る仕様書 

１． 施設の概要 

名       称 滋賀県庁新新館 

所   在   地 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

設 置 目 的 県行政に関する事務を行う。 

施 設 の 主 な 用 途 事務所 

開 庁 （ 館 ） 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休 庁 ( 館 ） 日 土日祝祭日、年末年始 

年間来庁（館）者数 年間約１８万人 

備       考  

 

２．募集広告に関する事項 

種類 ポスター 

設置位置 

新 １：２階西玄関ホール西向き ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ２：２階通路サロン前東向き ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ３：２階通路北壁面西－西 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ４：２階通路北壁面西－中央西 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ５：２階通路北壁面西－中央 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ６：２階通路北壁面西－中央東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ７：２階通路北壁面西－東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ８：２階通路北壁面中央 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新 ９：２階通路北壁面東－西 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１０：２階通路北壁面東－東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１１：２階通路北壁面－南西向き面 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１２：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ北壁面－西 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１３：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ北壁面－中央西 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１４：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ北壁面－中央 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１５：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ北壁面－中央東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１６：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ北壁面－東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新１７：２階西エレベーター前ホール－北側 

新１８：西エレベーター北側－内壁面北側 

新１９：西エレベーター北側－内壁面南側 

新２０：西エレベーター南側－内壁面北側 

新２１：西エレベーター南側－内壁面南側 

新２２：２階西エレベーター前ホール－南側 

新２３：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－北 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新２４：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－中央 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

新２５：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－南 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追新１：２階西玄関ホール東向き ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追新２：２階通路サロン前北向き ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追新３：２階西壁面 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追新４：２階南壁面 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追新５：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－北北 ※□Ａ１：□Ｂ２ 



  

 追新６：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－北中央 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

 追新７：２階西ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前ﾎｰﾙ東壁面－北南※□Ａ１：□Ｂ２ 

規格 

Ａ１サイズ（８４１ｍｍ×５９４ｍｍ） 

Ｂ２サイズ（７２８ｍｍ×５１５ｍｍ） 

※新１～１６および新２３から追新７の場合は、Ａ１かＢ２かを選択し、□にレ点を記入ください。 

備考 
 

○ 問い合わせ先・申込書提出先 

 滋賀県総務部総務課総務・文書係 

 〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１－１ 

 電話番号 ０７７－５２８－３１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０７７－５２８－４８１１ 

 メールアドレス  ba00@pref.shiga.lg.jp 



  

別紙 

 

滋賀県庁本館等の広告設置に係る仕様書 

 

２． 施設の概要 

名       称 滋賀県庁新館 

所   在   地 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

設 置 目 的 県行政に関する事務を行う。 

施 設 の 主 な 用 途 事務所 

開 庁 （ 館 ） 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休 庁 ( 館 ） 日 土日祝祭日、年末年始 

年間来庁（館）者数 年間約１８万人 

備       考  

 

２．募集広告に関する事項 

種類 ポスター 

設置位置 

旧 １：２階中央エレベーター前ホール－北 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

旧 ２：２階中央エレベーター前ホール－東 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

旧 ３：２階中央エレベーター前ホール－南 

旧 ４：中央エレベーター内壁面－東側 

旧 ５：中央エレベーター内壁面－西側 

旧 ６：２階東エレベーター前ホール 

旧 ７：東エレベーター内壁面－北側 

旧 ８：東エレベーター内壁面－南側 

追旧５：中央エレベーター前ホール－東壁面※□Ａ１：□Ｂ２ 

追旧６：中央エレベーター前ホール－北壁面東側 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

追旧７：中央エレベーター前ホール－北壁面西側 ※□Ａ１：□Ｂ２ 

規格 

Ａ１サイズ（８４１ｍｍ×５９４ｍｍ） 

Ｂ２サイズ（７２８ｍｍ×５１５ｍｍ） 

※旧１・２、追旧５・６・７の場合は、Ａ１かＢ２かを選択し、□にレ点を記入ください。 

備考 
 

 

○ 問い合わせ先・申込書提出先 

 滋賀県総務部総務課総務・文書係 

 〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１－１ 

 電話番号 ０７７－５２８－３１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０７７－５２８－４８１１ 

 メールアドレス  ba00@pref.shiga.lg.jp 



  

別紙 

 

滋賀県庁本館等の広告設置に係る仕様書 

 

１． 施設の概要 

名       称 滋賀県庁東館 

所   在   地 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

設 置 目 的 県行政に関する事務を行う。 

施 設 の 主 な 用 途 事務所 

開 庁 （ 館 ） 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休 庁 ( 館 ） 日 土日祝祭日、年末年始 

年間来庁（館）者数 年間約１８万人 

備       考  

 

２．募集広告に関する事項 

種 類 ポスター 

設 置 位 置 
東１：エレベーター内壁面－北側 

東２：エレベーター内壁面－南側 

規 格 Ｂ２サイズ（７２８ｍｍ×５１５ｍｍ） 

備       考 
 

 

○ 問い合わせ先・申込書提出先 

 滋賀県総務部総務課総務・文書係 

 〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１－１ 

 電話番号 ０７７－５２８－３１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０７７－５２８－４８１１ 

 メールアドレス  ba00@pref.shiga.lg.jp 

 



  

別紙 

 

滋賀県庁本館等の広告設置に係る仕様書 

１． 施設の概要 

名       称 滋賀県大津合同庁舎 

所   在   地 滋賀県大津市松本一丁目２番１号 

設 置 目 的 県行政に関する事務を行う。 

施 設 の 主 な 用 途 事務所 

開 庁 （ 館 ） 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休 庁 ( 館 ） 日 土日祝祭日、年末年始 

年間来庁（館）者数 年間約1,000人 

備       考  

 

２．募集広告に関する事項 

種類 ポスター 

設置位置 

大１：エレベーター北側－内壁面北側 

大２：エレベーター北側－内壁面南側 

大３：エレベーター南側－内壁面北側 

大４：エレベーター南側－内壁面南側 

規格 Ｂ２サイズ（７２８ｍｍ×５１５ｍｍ） 

備考 
 

 

○ 問い合わせ先・申込書提出先 

 滋賀県総務部総務課総務・文書係 

 〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１－１ 

 電話番号 ０７７－５２８－３１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０７７－５２８－４８１１ 

 メールアドレス  ba00@pref.shiga.lg.jp 



  

 

広告設置申込書 

                             令和  年  月  日 

 

（宛先） 

  滋賀県知事  

 

 滋賀県庁本館等広告募集要項に基づき、滋賀県広告等事業実施要綱、滋賀県庁本館等広告

設置基準、滋賀県庁本館等広告設置要領の内容を熟知の上、次のとおり申し込みます。 

 

申 

 

込 

 

者 

住所または所在地  

商 号 ま た は 名 称 
 

 

代表者職・氏名 
 

                        

担当者 
部 署 名  

氏   名  

連絡先 

電   話  

Ｆ Ａ Ｘ  

E – m a i l  

広告等の設置等申込種類  ポスターの掲載 

広告等の設置等希望場所 
（希望番号を記入してください。） 

使 用 期 間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

見         積         額     金                円 

※上記金額は消費税および地方消費税を含む。 

広告等の

内  容 

仕     様  

別 添 資 料 
 

(参考) 

予定広告

内  容 

(予定)広告主名  

業種・事業内容  

設 置

す る 内 容 
 

※ デザイン等の素案(ラフ案)がある場合は別途添付してください。 

添付書類 

① 法人登記記載事項全部証明書（コピー可） 

② 定款、会則または会社概要(パンフレット)等（コピー可） 

③ 誓約書 



  

誓  約  書 

 

 

令和  年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事 三日月 大造 

 

 

住所または所在地  〒 

 

氏名または商号名称 

および代表者名                  

 

 

 滋賀県庁本館等広告募集要項の申込みに当たり、下記の事項について真実に相違ないこと

を誓約します。 

 

記 

 

１ 滋賀県庁本館等広告募集要項「７．応募資格および広告設置の基準」の要件を満たして

います。 

２ 提出した広告設置申込書に虚偽または不正はありません。 

３ 設置事業者に決定した場合、滋賀県ホームページに設置事業者名および決定金額を掲載

することに同意します。 

 

 

 


